
         

文
京
区
住
民
基
本
台
帳
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
六
日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
京
区
長 

 
 

 

成 
 

 

澤 
 

 

廣 
 

 

修 

        



 

 

文
京
区
規
則
第
五
十
三
号 

文
京
区
住
民
基
本
台
帳
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

文
京
区
住
民
基
本
台
帳
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
文
京
区
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
は
別
記
様
式
第
三
号
又
は
別
記
様
式
第
三
号
の
二
に
」
及
び
「
は
別
記
様
式
第
三
号
の
三
に
」
を
削
り
、
「
は

別
記
様
式
第
四
号
に
、
」
を
「
及
び
」
に
、
「
別
記
様
式
第
四
号
の
二
」
を
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る

法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
定
め
る
標
準
化
基
準
（
以
下
「
標
準
化
基
準
」

と
い
う
。
）
で
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
三
項
中
「
は
別
記
様
式
第
十
三
号
に
、
」
を
「
及
び
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
又
は
別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
」

を
「
標
準
化
基
準
で
定
め
る
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
標
準
化
基
準
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を

加
え
、
「
（
別
記
様
式
第
十
五
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
中
「
行
い
、
」
の
下
に
「
標
準
化
基
準
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
」

を
加
え
、
「
（
別
記
様
式
第
十
七
号
）
」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

 

付 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
記
様
式
第
３
号
か
ら
別
記
様
式
第
４
号
の
２
ま
で

 
削
除

 

別
記
様
式
第

1
7
号

 
削
除

 

別
記
様
式
第
９
号
か
ら
別
記
様
式
第

1
5
号
ま
で

 
削
除

 


